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議案
50

宍粟市税条例の一部改正について 条例改正

議案
51

宍粟市下水道条例の一部改正につ
いて

〃

第116回宍粟市議会定例会（３月11日）追加提出議案一覧表

内容（上程理由等）

令和６年能登半島地震災害により、住宅や家財等の資産について損失
を受けたときは、令和６年度分の個人住民税（令和５年中所得）にお
いて、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例
を設けるもの。

国土交通省が定める標準下水道条例（国による技術的助言）におい
て、従来営業所ごとに専属とされていた排水設備工事責任技術者が県
内の他の営業所と兼任できるとされたこと、及び下水道法施行令に定
める公共下水道に排除できる六価クロム化合物の基準量が引き下げら
れたことを受け、関係する規定を改正するほか、文言の整理を行うも
の。
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